
種別

診療科目

内 外 小 眼 漢内 アマ

呼内 整 小外 耳 鍼

消内 形 神小 気 歯 灸

循内 血管外 小眼 呼 矯歯

胃内 胃外 小耳 胃 小歯 柔整

腎内 大腸外 小皮 循 歯外

肛内 肛外 小アレ 小児アレルギー科 消 小矯歯

老年内 美 泌

が内 ペ外 精 肛 放

糖内 ペ整 ペインクリニック・整形外科 老年精 皮 放診

透内 脳 心療 美皮 麻

人透内 心外
老年
心療

性

ぺ内 神 理 アレ

内視内 産 神内 リハ リウ

内泌内 婦 脳神内 救急

代内 産婦

緩内 乳内

血液内 乳外

新生内

小児皮膚科

脳神経内科

大腸外科

婦人科

精神・心療・神経系

老年精神科

新生児内科

血液内科

内視鏡内科

老年心療内科

産婦人科

乳腺内科、
内科（乳腺）

乳腺外科

人工透析内科、
内科（人工透析）

心臓血管外科

循環器科

緩和ケア内科

ペインクリニック内科

機能系

精神科
がん内科、
内科（がん）

肛門科

肛門外科

美容外科

柔道整復小児歯科

肛門内科、
内科（肛門）

泌尿器科

理学診療科

リハビリテーション科

内分泌内科

透析内科

循環器内科

胃腸科

消化器科

呼吸器科

美容皮膚科

糖尿病内科、
内科（糖尿病）

老年内科

脳神経外科

小児眼科

小児耳鼻咽喉科

内科

放射線診断科

眼科

呼吸器内科 整形外科

気管食道科

胃腸内科

血管外科

消化器内科、
内科（消化器）

形成外科

外科

麻酔科

外科系

その他

漢方内科

臓器・器官系

放射線科

皮膚科

歯科口腔外科、
口腔外科歯科

小児矯正歯科

略 称

漢方系内科系

女性系

医療法第7条第1項又は第8条に基づく助産所

施術所①小児系

小児科

小児外科

神経小児科

診療所 医療法第7条第1項又は第8条に基づく診療所 歯科技工所 歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所

歯科診療所
医療法第7条第1項又は第8条に基づく診療所の
うち、歯科系科目のみを標榜する施設

施術所①
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第9条の2に基づく施術所

施術所②

救急科

性病科

リウマチ科

きゅう歯科

施術所②

はり

アレルギー科

令和７年１１月３０日現在

矯正歯科

胃腸外科

心療内科

腎臓内科

　　　　　　　　　　医　事　施　設　一　覧

代謝内科

神経内科

神経科

産科

耳鼻咽喉科

ペインクリニック・外科

助産所 柔道整復師法第19条に基づく施術所

歯科系

あん摩マッサージ指圧



一部変
更届

令和7年
11月12日 診療所 医療法人社団誠知会みら

いメディカルクリニック王子
滝野川二丁目３番８‐
１０１号

03-6903-
5934

医療法人社団
誠知会

向畑 智仁 令和6年
3月1日

令和7年
3月1日

内、皮、泌、精
管理者の変更
変更前）戸ヶ崎 和博
変更後）向畑 智仁

廃止 令和7年
11月28日 診療所 医療法人社団健森会赤

羽こころの森クリニック
赤羽南一丁目９番１１
号赤羽南ビル３階

03-5939-
7257

医療法人社団
健森会

坪倉 正明 平成28年
6月1日

令和7年
11月15日 心療、精、内

一部変
更届

令和7年
11月19日

歯科診
療所

アイビーデンタルクリ
ニック

東十条四丁目７番２
号ＴＫＣビル１階

03-6908-
4324 阿部 百合香 阿部 百合香

令和6年
4月1日

令和7年
7月11日 歯、小歯、歯外

診療科目の変更
変更前）歯、小歯、矯歯、歯外
変更後）歯、小歯、歯外

廃止 令和7年
11月27日

歯科診
療所 十条岸クリニック

上十条二丁目２３番５
号

03-3908-
2105 岸 廣彦 岸 廣彦 平成24年

10月1日
令和7年
11月26日 歯、歯外、小歯

開設届 令和7年
11月27日

歯科診
療所

十条岸クリニック
上十条二丁目２３番５
号２階

03-3908-
2105

岸 廣彦 岸 廣彦 令和7年
11月27日

令和7年
11月27日

歯、歯外、小歯、矯
歯

廃止
令和7年
11月4日

施術所
（あはき）

こぐまのアトリエ鍼灸
室

赤羽台三丁目２４番７
号ピュア赤羽台Ｂ

03-6454-
3745

佐野 陽樹 平成27年
12月7日

令和7年
11月1日

鍼、灸

再開
令和7年
11月6日

施術所
（あはき） 柳田鍼灸院 王子四丁目４番７号

03-3919-
2216

柳田 昌子 昭和55年
7月7日

令和7年
11月6日

アマ、鍼、灸

1／1 頁

※注１ 科目における「アマ、鍼、灸」はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所
「柔整」は柔道整復師法に基づく施術所

※注２ 管理者が空欄となっている施設は、設置を定める各法律で管理者を必要としていません。

令和 7年11月届出分


